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不動産取得税

　 計算の仕組み

◎不動産の価格

　 不動産の価格と は、総務大臣が定めた固定資産評

価基準によ り 評価、決定さ れた価格（ 評価額）で、新・

増築家屋等を 除き 、原則と し て固定資産課税台帳に

登録さ れている 価格を いいま す。 し たがっ て、不動

産の購入価格や建築工事費ではあり ま せん。

　 ま た、土地や家屋の贈与を 受けたり 、交換によ り

取得し たり し た場合も 、固定資産課税台帳に登録さ

れている 価格と なり ま す。

　 な お、令和6 年3 月31 日ま でに宅地等＊を 取得し

た場合は、取得し た不動産の価格  ×1/2 を 課税標準

額と し ま す。

＊宅地等と は、宅地及び宅地評価さ れた土地を いいま す。

◎税率

平成20 年4 月1 日から
令和6 年3 月31 日ま で

　 家屋の建築（ 新築・ 増築・ 改築）、土地や家屋の購入、

贈与、交換など で不動産を 取得し たと き に、登記の有

無にかかわら ず、取得し た方に課税さ れま す。

　 なお、相続によ り 取得し た 場合等、一定の場合には

課税さ れま せん。

　 納める時期と 方法

　 都税事務所・ 支庁から 送付する 納税通知書で、納税

通知書に記載さ れている 納期限ま でに納めま す。 納付

方法については、71～74 ページを ご 覧く ださ い。

　 申告

　 不動産を 取得し た と き は、取得し た 日から 30 日以

内に「 不動産取得税申告書」を 、不動産の所在地を 所管

する 都税事務所・ 都税支所・ 支庁へ提出し てく ださ い。

　 未登記物件を取得し た場合も 同様に提出し てく ださ い。

　 なお、5 ページ以降の軽減制度に該当する 場合には、

10ページに記載さ れた書類を添付し て申告してく ださ い。

　 ただし 、不動産を 取得し た日から 30 日以内に登記を

申請し た場合には、原則と し て申告は不要と なり ま す。

取　 得　 日 土　 地 家屋（ 住宅） 家屋（ 非住宅） 

3 ／ 100 4 ／100

■知っ ておき たい税金のあら まし
税額 税率取得し た不動産の価格（ 課税標準額）＝ ×
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　 免税点

　 課税標準と なる べき 額が次の金額に満たないと き は、不動産取得税は課税さ れま せん。
　 土地　 …………………………10 万円

　 家屋
　 新築・ 増築・ 改築   …23 万円

　 　 　 　 その他（ 売買など ）   …12 万円
　 非課税

　 次の場合には、不動産取得税は課税さ れま せん（ 一部抜粋）。
　 ・ 相続（ 包括遺贈及び被相続人から 相続人に対し てなさ れた遺贈を 含む。）によ る 不動産の取得

　  　  （ 注）ただし 、死因贈与は相続に含ま れま せん。

　 ・ 法人の合併又は政令で定める 分割によ る 不動産の取得　 など

　 住宅の取得に対する軽減

1 　 新築住宅の場合（ 増築・ 改築を含む。）
 （ 1）要件　 床面積＊１ が次の要件に該当し ていれば、住宅の価格から 一定額が控除さ れま す。

  （ 2）控除額
　 　 1,200 万円＊3（ 価格が1,200 万円未満である 場合はその額）

  （ 3）納める 額
　 　 　  税額   ＝   （ 住宅の価格－控除額）  ×    税率3％

現況の床面積で判定し ますので、登記床面積と 異なる 場合が
あり ま す。 マンショ ン等は共用部分の床面積を専有部分の
床面積割合によ り あん分し た床面積も 含みます。

一戸建以外の住宅と は、マンショ ン等の区分所有住宅又はア
パート 等の構造上独立し た区画を 有する 住宅を いいま す。
なお、床面積要件の判定は、独立し た区画ごと に行いま す。

一戸建以外の住宅については、独立し た区画ごと に控除さ れま す。 なお、長期優良住宅の普及の促進に関する 法律に規定する、
認定長期優良住宅を新築し た場合については、1,300万円と なり ま す（ 令和6年3月31日ま での間に取得し た場合に限り ま す。）。

下限
上限

一戸建住宅 一戸建以外の住宅＊2 

貸家以外 50 ㎡以上 50 ㎡以上

50 ㎡以上 40 ㎡以上

240 ㎡以下

240 ㎡以下貸家

＊1

＊3

＊2
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2 　 中古住宅の場合

 （ 1）要件　

　 次の①から ③ま での全ての要件に該当し ていれ

ば、住宅の価格から 一定額が控除さ れま す。

　 ①個人が自己の居住用と し て取得し たも の

 （ 住宅以外の家屋を 住宅にリ フ ォ ーム する 場合は、

取得前に当該リ フ ォ ーム が完了し ている 必要が

あり ま す。）

　 ②床面積が50 ㎡以上240 ㎡以下である こ と

　 ③次のいずれかの要件に該当し ている こ と

 （ 2）控除額

 （ 3）納める 額

　 　  税額　 ＝   （ 住宅の価格－控除額）
＊

  ×   税率 3％

昭和57 年1 月1 日以後に新築さ れたも の

上記ア に該当し な い住宅で、建築士等によ る

耐震診断で新耐震基準に適合し ている こ と の

証明がさ れたも の（ ただし 、証明に係る 調査が、

住宅の取得日前2 年以内に終了し ている こ と

が必要です。）

（ 注）上記の要件のう ち③の要件を 満たさ ない中古住宅（ 平成
26 年4 月1 日以降の取得に限る 。）であっ ても 、取得後6
か月以内に耐震改修を 行い、新耐震基準に適合する こ
と につき 証明を 受け、自己の居住の用に供し 、かつ耐
震改修が自己の居住の用に供する 前に完了し ている 場
合は、住宅の税額から 一定額が減額さ れま す。
ま た、その敷地についても 軽減を 受けら れる 場合があり
ま す（ 平成30 年4 月1 日以降の敷地の取得に限る 。）。 　  

詳し い内容や手続については、所管の都税事務所・ 支
庁にお問い合わせく ださ い（ 77～79 ページ参照）。

ア

イ

新築さ れた日 控除額

昭和29年7 月1日～昭和38年12 月31 日
＊

昭和39年1 月1日～昭和47年12 月31 日
＊

昭和48年1 月1日～昭和50年12 月31 日
＊

昭和51年1 月1日～昭和56年6月30日
＊

昭和56年7 月1日～昭和60年6月30日
＊

昭和60年7 月1日～平成 元 年3 月31 日

平成 元 年4 月1日～平成  9  年3月31 日

平成  9  年4 月1日以後

100 万円

150 万円

230 万円

350 万円

420 万円

450 万円

1,000 万円

1,200 万円

＊昭和56 年12 月31 日以前に新築さ れた中古住宅については、新耐震
基準に適合し ている こ と の証明がさ れたも のに限り ま す。 詳し く は、
左記（ 1）③イ の要件を ご覧く ださ い。

＊住宅の持分を 取得し た場合は、住宅の価格及び控除額にその持分を
乗じ た額と なり ま す。
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　 次の要件を 満たす新築の東京ゼロ エミ 住宅＊にかか

る 不動産取得税を 減免し ま す。
＊東京ゼロ エミ 住宅導入促進事業助成金交付要綱の助成対象の

も のに限り ます。

 1 　 減免の要件

・ 令和4 年4 月1 日から 令和7 年3 月31 日ま での間に

「 東京ゼロ エミ 住宅の認証に関する 要綱」に基づく

設計確認申請が行われている こ と

・ 次の①、②のいずれかに該当する こ と

　 ①発電出力50kW 未満の太陽光発電シス テム＊1 を

設置し ている こ と

　 ②水準２ 又は水準３ の基準＊2 を 満たし ている こ と

・ 新築において、最初の不動産取得税の課税対象と

なっ ている こ と

・ 東京ゼロ エミ 住宅認証書、東京ゼロ エミ 住宅設計確

認書等の必要書類を 添えて減免申請がさ れたこ と
＊１ 　東京ゼロ エミ 住宅指針第4の基準に適合し 、東京ゼロ エ

ミ 住宅認証書に記載さ れている も のに限り ます。

＊２ 　東京ゼロ エミ 住宅指針第3に規定する 水準2又は水準3

のこ と を指し ます。

東京ゼロエミ 住宅の新築に対する不動産取得税の

減免（ 家屋）

 2 　 減免割合

・  ①又は②を 満たす場合　

　　 住宅に係る 不動産取得税の5 割

・  ①及び②いずれも 満たす場合　

　　 住宅に係る 不動産取得税の10 割
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⑴

＊令和6年3月31 日ま でに土地を取得し た場合で、土地の取得から 3年以内に住宅が新築さ れる こ と が困難なも のと し て政令で定める 場合（ 1 棟につき 100
　 戸以上の住宅を有する 共同住宅等で新築ま での期間が3 年を超える こ と についてやむを 得ない事情がある と 認めら れる 場合）には4 年以内

土地を 取得後3 年以内＊にその土地の上に住宅が新築さ れている こ と（ ただし 、①土地の取得者が住宅の新築ま で

その土地を 引き 続き 所有し ている 場合、②土地の取得者から その土地を 取得し た方（ 譲渡の相手方）が住宅を 新築

し た場合のいずれかに限り ま す。）。

⑵

（ ア）住宅を 新築し た方が、新築後1 年以内にその敷地を 取得し ている こ と 。

（ イ ）新築未使用の住宅と その敷地を 、住宅の新築から 1 年以内（ 同時取得を 含む。）に同じ 方が取得し ている こ と 。

土地を 取得し た方が、土地を 取得し た日から 1 年以内（ 同時取得を 含む。）にその土地の上にあ る 住宅を 取得し て

いる こ と 。
⑴

⑵ 住宅を 取得し た方が、住宅の取得後1 年以内にその敷地を 取得し ている こ と 。

　 住宅用土地の取得に対する軽減

　 住宅用の土地を 取得し たと き は、次のいずれかの要件に該当し ていれば、土地の税額から 一定額が減額さ れ

ま す。 ただし 、こ の減額を 受ける ためには、いずれも 土地の上にある 住宅が「 住宅の取得に対する 軽減」（ 5、6

ページ参照）の要件に該当する 住宅である こ と が必要です。

区　 分

住宅の新築よ り 先に

土地を取得し た場合

住宅の新築よ り 後に

土地を取得し た場合

区　 分

住宅よ り 先に土地を

取得し た場合

住宅よ り 後に土地を

取得し た場合

要　 　 　 　 　 　 件

要　 　 　 　 　 　 件

1 　  新築住宅の敷地の場合

2 　  中古住宅の敷地の場合

8



8

 3 　 軽減さ れる額

　 次のⅠ又はⅡのいずれか高い方の金額が税額から 減額さ れま す。

　 Ⅰ　 45,000 円（ 税額が45,000 円未満である 場合はその額）

　 Ⅱ    土地1 ㎡当たり の価格＊   ×   住宅の床面積の 2 倍（ 1 戸につき 2 0 0 ㎡が限度）   ×    税率3％

　 　 　＊令和6年3月31日までに宅地等（ 宅地及び宅地評価さ れた土地）を取得し た場合は、価格を 2分の1にし た額から 1㎡当たり の価格を算出し ます。

 （ 注）住宅の持分を 取得し た場合には、上記Ⅱで算出さ れた金額にその持分を 乗じ た金額と なり ま す。

　 軽減を受けるための手続

　 原則と し て、住宅や住宅用土地を 取得し た日から

60 日以内に、10ページに記載さ れた書類を添付し て、

土地、家屋の所在地を 所管する 都税事務所・ 都税支

所・ 支庁へ申告し てく ださ い（ 77～79 ページ参照）。

　 徴収猶予

　「 住宅用土地の取得に対する 軽減」（ 8 ページ参照）

の要件のう ち、1⑴、2⑴に該当する 予定の土地の取

得については、住宅の新築又は取得ま での期間を 限

度と し て徴収猶予の申請を する こ と ができ ま す。

　 ま た、こ れら の事例以外にも 微収猶予の申請を す

る こ と ができ る 場合があ り ま す。 詳し い内容及び手

続については、所管の都税事務所・ 支庁にお問い合わ

せく ださ い（ 77～79 ページ参照）。
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 2 　  新築未使用の住宅と その敷地を 、住宅の新築か

ら 1 年以内に同じ 方が取得し た場合（ 同時取得を

含む。）

□　 登記事項証明書（ 建物）

□　 平面図＊〔 共同住宅（ ア パート ・ マン ショ ン）、

店舗・ 事務所等と の併用住宅を取得し た場合〕

□　 長期優良住宅認定通知書〔 取得し た 住宅が

認定長期優良住宅である 場合〕

1 　 土地を 取得後 3 年以内にその土地の上に住宅が

新築さ れた場合

3 　 土地を 取得し た方が、土地を 取得後1 年以内（ 同

時取得を 含む。）に当該土地の上にある 自己居住

用の中古住宅を 取得し た場合

□　 登記事項証明書（ 建物）

□　 住民票（ マイ ナンバーの記載のないも の）など

□　 昭和56 年以前新築の場合は、耐震基準に適

合し ている こ と を 証する 書類（ 耐震基準適合

証明書（ 原本）など ）

□　 平面図＊〔 共同住宅（ アパート ・ マンショ ン）、店

舗・ 事務所等と の併用住宅を新築し た場合〕

□　 長期優良住宅認定通知書〔 新築し た 住宅が

認定長期優良住宅である 場合〕

○　 下記の書類については、原本と 記載さ れてい

る も のを 除いて、全て写し で結構です。

○　 必要に応じ て、下記以外の書類（ 売買契約書・

最終代金領収書等）を 提出し ていただく 場合

があり ま す。

○　 詳細やその他軽減制度については、所管の都

税事務所・ 支庁にお問い合わせく ださ い。

　 　 □　 建築工事請負契約書

　 　 □　 建物完成以後の登記事項証明書（ 土地）

　 　 □　 次のいずれか

ａ  検査済証

ｂ  登記事項証明書（ 建物）

ｃ  建物引渡証明書〔 建築業者等の印鑑証明書

   （ 原本）添付〕 ＊平面図は各部屋の床面積が確認でき る も の

軽減措置を 受ける ための申告に必要な添付書類
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④×1/2（ 4 ページ参照）

⑤÷土地の面積

⑤×税率3％

（ 9 ページ「 3 軽減さ れる 額Ⅰ」参照）

⑥×（ 住宅の床面積×2（ 一戸につき 200 ㎡が限度））×税率3％

⑧か⑨のいずれか高い方の金額

⑦－⑩（ マイ ナス と なる 場合は課税さ れま せん。）

◆不動産取得税の計算方法

 〔 設例〕令和5 年5 月に土地付新築住宅を 購入し ま し た。

　 　 　   土地の面積は125 ㎡で、住宅の延床面積は100 ㎡です。

　 　 　   価格（ 評価額）は、土地が72,000 ,000 円、家屋が12,600,000 円です。

　 　 　   納める 税額はいく ら でし ょ う か。

価格

住宅取得の軽減

課税標準額

納める 額

① 12 ,600 ,000 円

② 12 ,000 ,000 円

③ 600,000 円

 18,000 円

④ 72 ,000 ,000 円

⑤ 36 ,000 ,000 円

⑥ 288,000 円

⑦ 1,080 ,000 円

⑧ 45,000 円

⑨ 1,728 ,000 円

⑩ 1,728 ,000 円

 0 円

価格

課税標準額

 1 ㎡当たり の価格

税額

住宅用土地の軽減

住宅用土地の軽減

軽減額

納める 額

5 ページ「 住宅の取得に対する 軽減」の要件を確認

（ 5 ページ「 控除額」参照）

①－②

③×税率3％

家  

屋

土

　地

し たがっ て、納める 額は、家屋18,000 円 ＋土地 0 円＝18,000 円です。
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　 住宅＝960 万円  土地＝4,800 万円

　 住宅の税額は

　（ 価格960 万円－控除額1,200 万円）×税率3％＝   

　 土地の税額は

　１   価格4,800 万円×1/2×税率3％＝72 万円   

　２   住宅が軽減の対象に該当する ので、住宅用土地の軽減額は

　３   し たがって

　 　    72万円－120 万円＝  

　 ただし 、不動産を 取得し た日から 30日以内に登記を申請し た場

合には、原則と し て申告は不要と なり ま す。 

〇軽減の申告に必要な添付書類（ 写し ）の例 
　 １ 　 土地付建物売買契約書 

　 ２ 　 最終代金領収書 

　 ３ 　 登記事項証明書（ 建物）

（ 令和５ 年５ 月）

住宅100 ㎡　 土地120 ㎡

（ 令和５ 年６ 月）

●不動産取得税の仕組みと 軽減の内容

●取得し た時における不動産の価格（ 評価額）

目で見る都税 不動産取得税の軽減…建売住宅の場合

●不動産業者が住宅を 新築

●新築後、 土地付

　 建物を 売り 出す

●納付

●
納
税
通
知
書

　郵
送

課
税
さ
れ
る
場
合

●土地付建物

　 売買契約締結 
〇軽減の要件

住宅    床面積…50 ㎡以上240 ㎡以下 

土地　 １ 　 不動産業者が新築し てから 1年以内に購入し たも の

　 　 　 ２ 　 住宅が軽減の要件（ 5 ページ参照）を満たし ている も の

〇都税事務所・ 都税支所・ 支庁に申告を し てく ださ い。

マイ ナス と なり 課税さ れま せん。＊

マイ ナス と なり 課税さ れま せん。＊

土地1 ㎡当たり の価格  
4,800 万円×1/2÷120 ㎡  

住宅の床面積の2倍
100㎡×２

×税率3 ％＝12 0 万円（ 9 ページ「 ３ 　軽減さ れる 額Ⅱ」参照）×

＊マイ ナスと なっても 税金が還付さ れる わけで
　 はあり ません。

銀行、郵便局などの

窓口、

スマート フォン決済

アプリ の利用　 他

（ 注）納付方法は

　 　 71～74 ページ

　 　 参照
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1 2

　 土地と 家屋の価格

　 3 年に一度、全件について評価の見直し を 行い、価

格を 決定し ま す。 こ れを 評価替えと いい、評価替え

を 行う 年度を 基準年度と いいま す。

　 計算の仕組み

◎固定資産の価格

　 固定資産の価格と は、総務大臣が定めた固定資

産評価基準に基づいて 評価、決定さ れ、固定資産

課税台帳に登録さ れた も のです。 課税標準額は、

原則と し て固定資産の価格（ 評価額）です。

　 納める時期と 方法

　 23 区内・ 各市町村ご と に定めら れた年4 回の納期

（ 40 ページ参照）に納めま す。 納税通知書は、第１ 期

の納付月にお送り し ま す。

　 なお、納税通知書と 同時に、固定資産税（ 土地・ 家

屋）の課税明細書を お送り し ま す。

　 納付の方法については、71～74ページをご覧く ださ い。

税額 課税標準額 税率1.4％
固定資産
の価格等

＝ ×
　 こ の税金は、毎年1 月1 日（ 賦課期日）現在、固定資

産課税台帳に所有者と し て 登録さ れて いる 方（ 土地

や建物の登記簿に所有者と し て 登記さ れて いる 方。

登記し ていない場合には実際の所有者）に、普通徴収

の方法で課税さ れる 市町村税です。

　 ただし 、23 区内は特例で、都税と し て東京都が課

税し ていま す。

　 納税義務者

　 令和5 年度でいう と 、令和5 年1 月1 日現在、固定資

産課税台帳に所有者と し て登録さ れている 方が納税

義務者と なり ま す。

　 し た がっ て、令和5 年1 月2 日以降、家屋を 取り 壊

し たり 、売買など で土地や家屋の所有権が移転し た

よ う な場合でも 、納税義務者は変わり ま せん（ 当事者

間の契約によ る 負担義務と は別です。）。 契約によ る

引渡し の時期以前に表示登記を し た場合も 、1 月1 日

現在の所有者（ 登記名義人）にその年の4 月1日から 始

ま る 年度分の固定資産税が課税さ れま す。

固定資産税（ 土地・ 家屋）

13



1 3

　 なお、第2 年度（ 令和4 年度）、第3 年度（ 令和5 年度）

は、原則と し て基準年度（ 令和3 年度）の価格を 据え置

き ま す。 ただし 、分合筆等のあっ た土地及び新築、増

改築等のあっ た家屋など は、新たに評価を 行い、新し

い価格を決定し ま す。

◎課税標準額

　 土地については、価格を そのま ま 課税標準額に

する と 税負担が急増する 場合があ る こ と から 、こ

れを 緩和する ために税負担の調整措置がと ら れて

いま す。 土地の課税標準額は、17 ページの方法で

計算し ま す。

　 家屋については、固定資産課税台帳に登録さ れ

ている 価格が、そのま ま 課税標準額になり ま す。

　 免税点

　 区市町村の各区域内に、同一人が所有する 固定資

産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満

たない場合には、固定資産税は課税さ れま せん。

　 土地…30 万円　 　 　 家屋…20 万円　

 　住宅用地の特例措置 

　 住宅用地と は、毎年1 月1 日（ 賦課期日）現在、次の

いずれかに該当する も のを いいま す。

1/4（ 25％）以上1/2（ 50％）未満

1/2（ 50％）以上

1/4（ 25％）以上1/2（ 50％）未満

1/2（ 50％）以上3/4（ 75％）未満

3/4（ 75％）以上

率

　 ＊居住部分の割合＝居住部分の床面積／家屋の床面積

①専用住宅（ 専ら 人の居住の用に供する 家屋）の敷地

の用に供さ れている 土地で、その上に存在する 家

屋の床面積の10 倍ま での土地

②併用住宅（ 一部を 人の居住の用に供する 家屋で 、そ

の家屋の床面積に対する 居住部分の割合が4 分の1

以上あ る も の）の敷地の用に供さ れている 土地のう

ち、その面積に下表の率を 乗じ て得た面積（ ただし 、

敷地の面積がその上に存在する 家屋の床面積の 10

倍を 超え て いる と き は、床面積の10 倍の面積に下

表の率を 乗じ た面積と なり ま す。）

　 住宅用地について は、税負担の軽減のた め、課税

標準の特例措置が設けら れていま す。

　 住宅用地の特例措置を 適用し た 額（ 本則課税標準

額）は、住宅用地の区分、固定資産税・ 都市計画税の

別に応じ て次の表のと おり 算出さ れま す。

併用住宅の種類

下に掲げる 家屋
以外の家屋

0.5

1.0

0 .5

0 .75

1 .0

地上階数5 以上を有する
耐火建築物である 家屋

居住部分の割合＊
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1 4

＊住宅の戸数は、原則1 棟を 1 戸と し ま すが、共同住宅の一

室など 、居住のために独立的に区画さ れた部分が複数あ

る 場合は、その数と し ま す。 　

　「 空家等対策の推進に関する 特別措置法」における

「 特定空家等」に該当し 、区から 所有者等に対し 勧告

さ れ、賦課期日（ 1 月1 日）ま でに勧告に基づく 必要な

措置が講じ ら れない家屋の敷地については、課税標

準の特例措置の適用対象から 除外さ れま す。

　 住宅用地の申告

　 次のよ う な場合には、翌年の1 月31日ま でに「 固定

資産税の住宅用地等申告書」を 土地が所在する 区に

ある 都税事務所に提出する 必要があり ま す。

（ 1）住宅を 新築又は増築し た場合

（ 2）住宅の全部又は一部を 取り 壊し た場合

（ 3）住宅を 建て替える 場合※１

（ 4）家屋の全部又は一部の用途を 変更し た場合（ 住宅

から 店舗に、店舗から 住宅に変更し た場合など ）

（ 5）土地の用途（ 利用状況）を 変更し た場合（ 住宅の庭

であ っ た 土地を 駐車場と し て利用する よ う にな

っ た場合など ）

（ 6）住宅が災害等の事由によ り 滅失・ 損壊し た場合※2

　 ※1　（ 3）の「 住宅を 建て替える 場合」について

賦課期日（ 1 月1 日）現在、住宅を 建築中又は建築予定

の土地は、原則と し て住宅用地にはなり ません。 ただ

し 、既存の住宅を 取り 壊し て住宅を 建て替える 等、一

定の要件を 満たす場合には、申告に基づき 、住宅用地

と し て課税標準の特例措置が継続し て適用さ れま す。

詳し い内容や手続については、所有する 土地が所在す

る 都税事務所土地班にお問い合わせく ださ い。

　 ※2　「 固定資産税の被災住宅用地等申告書」を ご 提出く だ

さ い。

　 宅地の負担調整措置

 1 　 負担水準の均衡化

　 固定資産税・ 都市計画税は、原則と し て、価格又

は特例額（ 住宅用地の場合は、特例措置を 適用し た額

（ 本則課税標準額））を 基に税額を 算出し ま す。 　 　

　 し かし 、土地について は、評価替え 等によ っ て 税

額が急激に上昇する こ と を 抑える ために、負担調整

措置を 適用し た課税標準額によ り 算出し ま す。 

　 ま た、非住宅用地については、負担水準（ 価格と 課

税標準額と の乖離の程度）を 均衡化する ため、負担水

住宅用地で住宅1 戸＊に
つき 200 ㎡ま での部分

小規模住宅用地以外の
住宅用地

区　 　 　 分 固定資産税 都市計画税

小規模
住宅用地

価格×1/6

価格×1/3

価格×1/3

価格×2/3
一　 般
住宅用地

・ ・ ・
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1 5

準が60％以上70％以下の場合、課税標準額を 前年度

に据え置く 措置が継続さ れていま す。

 2 　 負担水準と 課税標準額

　 負担水準によ り 、土地に対する 固定資産税の課税

標準額は、以下のよ う に調整さ れま す。

（ 1）住宅用地

　 　●負担水準が100％以上

　 　  本則課税標準額（ 価格×1/6 又は1/3）

　 　 ●負担水準が100％未満

　 　   徐々に引上げ

（ 2）商業地等

　 　 ●負担水準が70％超

　 　 　 課税標準額の法定上限（ 価格の70％）　 　 　 　

　 　    ま で引下げ＊

　 　 ●負担水準が60％以上70％以下

　 　 　 前年度課税標準額等に据置き ＊

　 　 ●負担水準が60％未満

　 　   徐々に引上げ　 　

＊昨年度に引き 続き 、23 区内の商業地等（ 住宅用地以外の

宅地等）の固定資産税・ 都市計画税額に対し 、課税限度

額（ 負担水準の上限）を 条例によ り 価格の70％から 65％

に引き 下げる 減額措置を 行っ ていま す。

　 こ の結果、負担水準が65％超の場合、課税標準額が価

格の65％ま で引き 下げら れた場合と 同様の税負担に軽

減さ れま す。

負担水準＝ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ×100
（ ％）

令和4 年度課税標準額等＊1

令和5 年度価格等＊2

＊1 令和4年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似

する 土地の令和4年度課税標準額に比準する 額と し ま す。

＊2　価格等と は次のいずれかです。

●住宅用地

　 15ページ左上の表の特例措置を適用し た額（ 本則課税

　 標準額）

●市街化区域農地

　価格×1/3

●上記以外

　   価格

16



＊令和4 年中に分合筆等があっ た場合は、その土地に類似する 土地の令和4 年度課税標準額に比準する 額と し ま す。
  （ 注）その他、土地に対する 軽減等は18、19 ページを ご 覧く ださ い。

価格×70％※1

前年度課税標準額に据置※1

※1

※1

前年度課税標準額＋（ 価格×5％）＝Ａ※2

※1  2 3区内の商業地等（ 住宅用地以外の宅地等）の固定資産税・ 都市計画税額に対し 、課税限度額（ 負担水準の上限）を条例によ り 価格の7 0％から 6 5％に引き 下
　 　 　 げる 減額措置を行っています。 こ の結果、負担水準が6 5％超の場合、課税標準額が価格の6 5％ま で引き 下げら れた場合と 同様の税負担に軽減さ れます。

※2  Aが価格×60％を上回る 場合には60％相当額
　     Aが価格×20％を 下回る 場合には20％相当額

60％未満

70％以下
60％以上

令和4 年度課税標準額等＊

令和5年度価格×1/6

令和4 年度課税標準額等＊

令和5年度価格×1/3

負担水準の求め方

負担水準

100％以上

商業地等

100％未満

区　 　 分

小　 規　 模
住宅１ 戸当たり
200 ㎡までの部分

一　 　 　 般
小規模住宅用地
以外の住宅用地

住
宅
用
地

宅

　地

　等

　

　

課 税 標 準 額 （ 令 和 5 年 度）

負担調整措置等

本則課税標準額    （ 価格×1/6 又は価格×1/3）

前年度課税標準額＋（ 本則課税標準額    ×5％）＝Ａ※2

※2  Aが本則課税標準額を上回る 場合には本則課税標準額
　   Aが本則課税標準額×20％を 下回る 場合には20％相当額

※1  住宅用地に係る 都市計画税の本則課税標準額については14、15 ページをご覧く ださ い。

※1  都市計画税の場合は価格×2 ／ 3

負担調整措置等

令和4 年度課税標準額等＊

令和5年度価格

負担水準

70％超

令和4 年度課税標準額等＊

令和5年度価格

令和4 年度課税標準額×負担調整率
（ ただし 、令和5 年度の価格を限度と する 。）

保全する 農地
（ 生産緑地）

農

地

　
　

　 　 90％以上

　 　 80％以上90％未満

　 　 70％以上80％未満

　 　 70％未満

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.025

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.05

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.075

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1

100％未満

100％以上 本則課税標準額（ 価格×1/3）※1

前年度課税標準額＋（ 本則課税標準額×5％）＝Ａ※2

※2  Aが本則課税標準額を上回る 場合には本則課税標準額
　   A が本則課税標準額×20％を下回る 場合には20％相当額

負担調整率負担水準

宅地並み課税の農地
（ 市街化区域農地）

令和4 年度課税標準額等＊

令和5年度価格×1/3

負担水準 負担調整措置等

◆土地の課税標準額の算出方法（ 固定資産税（ 2 3 区内））
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商業地等に対する 固定資産税・ 都市計画税の負

担水準上限引下げ条例減額（ 2 3 区内）

　 23 区内の商業地等における 令和5 年度分の固定資

産税・ 都市計画税について、課税限度額（ 負担水準の

上限）を 条例によ り 価格の70％から 65％に引き 下げ

る 減額措置を 行っ ていま す。

 （ 注）負担水準が65％を超える 商業地等が対象と なり ま す。

負担水準については15、16 ページをご覧く ださ い。

税額が前年度の1 .1 倍を 超える 土地に対する 固

定資産税・ 都市計画税の条例減額（ 2 3 区内）

　 土地の価格の上昇に伴う 急激な税額の上昇を 抑制

する ため、平成21年度から 、固定資産税・ 都市計画税

の税額が前年度の税額に1.1を 乗じ て得た額を 超える

場合には、条例によ り 当該超える 額に相当する 税額を

減額する 措置を行っていま す。

　 なお、土地の分合筆によ り 価格が変更さ れた場合

や、用途変更によ り 土地の認定が変更さ れた場合、前

年度の1.1倍を超える こ と があり ま す。

小規模非住宅用地に対する 固定資産税・ 都市計

画税の減免（ 23 区内）

　 昨年度に引き 続き 、令和5 年度についても 、23 区内

の小規模非住宅用地＊のう ち、200 ㎡ま での固定資産

税・ 都市計画税を 2 割減免し ま す。

＊一画地における 非住宅用地の面積が400 ㎡以下であ る も の。
ただし 、個人又は資本金若し く は出資金の額が1 億円以下の
法人が所有する も のに限り ま す。

　 令和5 年12 月28 日（ 木曜日）ま でに申請があ っ た

も のに対し て、令和5 年度分の固定資産税・ 都市計

画税を 減免し ま す。

　 なお、減免を 受ける た めには所有する 土地が所在

する 区ご と に所管の都税事務所へ申請を する こ と が

必要です。

　 ただし 、令和4 年度に同一区内で減免を 受けた方に

ついては、今年度新たに申請する 必要はあり ま せん。

・ ・ ・

・ ・ ・
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不燃化特区内における 老朽住宅除却後の土地に

対する固定資産税・ 都市計画税の減免（ 2 3 区内）

　 東京都では、地震発生時における 大規模な市街地

火災の発生や都市機能の低下を 防ぐ ため、木造住宅

密集地域のう ち、特に改善を 必要と し ている 地区を

不燃化推進特定整備地区（ 以下「 不燃化特区」と い

う 。）に指定し 、区と 連携し て 不燃化促進に取り 組ん

でいま す。 不燃化特区に対する 特別の支援の一つと

し て、不燃化のために老朽住宅を 除却し た土地にか

かる 固定資産税・ 都市計画税を 最長5 年度分、住宅

の敷地並みになる よ う 8 割減免し ま す。

≪減免要件≫

①取り 壊し た 老朽住宅が耐用年限の3 分の2 を 超過

し ている 老朽建築物である こ と

②老朽住宅が不燃化特区に指定さ れた 日から 令和8

年3 月31 日ま での間に取り 壊さ れている こ と 　

③老朽住宅の取壊し によ り 、土地の認定が小規模住

宅用地から 非住宅用地に変更さ れたこ と

④防災上有効な空地と し て、適正に管理さ れている

と 区から 証明さ れて いる こ と（ 家屋等の建設工事

に着工し ている 場合等は防災上有効な空地と し て

認めら れま せん。）

⑤老朽住宅を 取り 壊し た 日における 土地所有者が 、

減免を 受けよ う と する 年の1 月1 日時点において、

当該土地を 引き 続き 所有し ている こ と

⑥減免を 受けよ う と する 年度の固定資産税・ 都市計

画税の第1 期分の納期限（ 6 月30 日（ 土曜日、日曜

日、国民の休日又はその他の休日の場合は翌開庁

日））ま でに「 固定資産税減免申請書」によ り 申請が

あっ たも の

（ 注）減免要件に関する 詳細は、土地が所在する 区にある 都税事

　 　  務所にお問い合わせく ださ い。
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一戸建
住　 宅※1

住宅に店舗など が含
ま れている 併用住宅※1

居住部分の床面積

貸家の場合 貸家の場合

床面積

アパート など の共同住宅※1 マンショ ンなど の区分所有の住宅※2

独立的に区画さ れた居住部分ご と の床

面積に、廊下や階段など の共用部分の

面積を あん分し 、加えた床面積

専有部分のう ち 居住部分の床面積に、

廊下や階段など の共用部分の床面積を

あん分し 、加えた床面積

平成17 年1月2日

～令和6 年3 月31 日

50 ㎡以上

280 ㎡以下

50 ㎡以上

280 ㎡以下

50 ㎡以上

280 ㎡以下

40 ㎡以上

280 ㎡以下

40 ㎡以上

280 ㎡以下

50 ㎡以上

280 ㎡以下

　 新築住宅の固定資産税の減額

　 新築さ れた住宅が、下表の床面積要件を 満たす場

合は、新た に課税さ れる 年度から 3 年度分（ 3 階建以

上の耐火・ 準耐火住宅は5 年度分＊1）に限り 、当該住宅

に対する 固定資産税額（ 居住部分で1 戸当たり 120㎡

相当分ま でを 限度）を 2 分の1 減額し ま す。

　 ま た、平成21 年6 月4 日以降に認定さ れた 長期優

良住宅＊2 について は、下表の床面積要件を 満たす場

合に、新た に課税さ れる 年度から 5 年度分（ 3 階建以

上の耐火・ 準耐火建築物は7 年度分＊1）に限り 、当該

住宅に対する 固定資産税額（ 居住部分で1 戸当た り

120 ㎡相当分ま でを 限度）を 2 分の1 減額し ま す。
＊1  3 階建以上の木造家屋のう ち、準耐火建築物に該当する も

のは、木造準耐火建築物であ る こ と の確認を 行いま すの

で、「 建築確認申請書（ 写）」及び「 検査済証（ 写）」又は「 建

設住宅性能評価書（ 写）」を 添付し た「 固定資産税減額申告

書」の提出を お願いし ま す。

＊2  認定長期優良住宅の減額を 受ける ためには、住宅が新築

さ れた年の翌年（ 1 月1 日新築の場合はその年）の1 月31 日

ま でに申告が必要です。

（ 注）区から 適正な立地を促すための勧告を受けた家屋について

は、減額対象から 除外さ れる 場合があり ます。 詳し く は資産

が所在する 区にある 都税事務所にお問い合わせく ださ い。

※1  居住部分の床面積が全体の1/2 以上である も のに限る 。

※2  専有部分のう ち居住部分がその専有部分の1/2 以上である も のに限る 。

住宅の区分

≪床面積要件≫

新築年月日
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④改修が完了し た日から 3 か月以内に「 固定資産税減

額申告書兼減免申請書」によ り 申告があっ たも の

 （ 注）耐震化のための建替え又は改修を 行っ た住宅に対する 都独

自の固定資産税・ 都市計画税の減免（ 23 区内）については、

22、23 ページをご覧く ださ い。

 2 　 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う

　 　 固定資産税の減額

　 建築物の耐震改修の促進に関する 法律に規定する

要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規

模建築物について、政府の補助を 受けて、令和8 年3

月31 日ま でに建築基準法に基づく 現行の耐震基準に

適合さ せる よ う 改修工事を 行っ た 場合、改修工事が

完了し た年の翌年度から 2 年度分の当該家屋に対す

る 固定資産税額（ 当該額が当該補助対象改修工事に係

る 工事費の5％に相当する 金額を 超える 場合は、5％

に相当する 金額）の2 分の1 を 減額し ま す。
  （ 注）減額を受ける ためには、改修が完了し た日から 3か月以内に

　 申告が必要です。

　 住宅等の改修工事に伴う 減額 

１ 　 住宅耐震改修に伴う 固定資産税の減額

　 昭和57 年1 月1 日以前から ある 住宅について、令和

6 年3 月31 日ま でに、建築基準法に基づく 現行の耐

震基準に適合さ せる よ う 一定の耐震改修を 施し た場

合、 工事完了日の 翌年度（ 1 月1 日工事完了の 場合

はその年度）1 年度分（ 改修前の住宅が、建築物の耐

震改修の促進に関する 法律に規定する 通行障害既存

耐震不適格建築物に該当する 場合は 2 年度分）、当

該住宅に対する 固定資産税額（ 居住部分で、１ 戸当

た り 120 ㎡相当分ま でを 限度）を 2 分の1＊減額し ま

す。
＊改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当する こ と と なっ た

場合は翌年度分に限り 3 分の2

≪減額要件≫

①耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の

2分の1 以上ある こ と（ 居住部分で、1戸当たり 120㎡

の床面積相当分ま でが減額対象）

②耐震改修に要し た費用の額が1 戸当たり 50 万円を

超えている こ と

③耐震基準に適合し た工事であ る こ と の証明を 受け

ている こ と
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 3 　 住宅のバリ アフ リ ー改修に伴う 固定資産税の減額

　 新築さ れた 日から 10 年以上を 経過し た 住宅のう

ち、65 歳以上の方、介護保険法の要介護若し く は要

支援の認定を 受けている 方又は障害者の方が居住す

る も の（ 賃貸部分を 除く 。）について、令和6 年3 月31

日ま での間に一定のバリ アフ リ ー改修工事（ 改修後の

住宅の床面積が50 ㎡以上280 ㎡以下で、改修工事に

要し た費用の額（ 補助金等を 控除し た額）が1 戸当た

り 50 万円を 超え て いる こ と ）を 施し た 場合、当該住

宅に対する 翌年度分（ 1 月1 日工事完了の場合はその

年度分）の固定資産税額（ 居住部分で、1 戸当たり 100

㎡相当分ま でを 限度）を 3 分の1 減額し ま す。

（ 注）減額を 受ける ためには、一定の要件を 満たすほか、一定の書類

（ バリ ア フ リ ー改修工事が行われたこ と を 証する 書類等）を 添

付の上、改修が完了し た日から 3 か月以内に申告が必要です。

 4 　 住宅の省エネ（ 熱損失防止）改修に伴う 固定資産 

税の減額

　 平成26 年4 月1 日以前から ある 住宅（ 賃貸部分を 除

く 。）について、令和6 年3 月31 日ま での間に、窓の断熱

改修工事を 含む一定の省エネ（ 熱損失防止）改修工事（ 改

修後の住宅の床面積が50 ㎡以上280 ㎡以下で、改修工事

に要し た費用の額（ 補助金等を 控除し た額）が１ 戸当たり

60 万円を 超えている こ と ）＊1 を 施し た場合、当該住宅に

対する 翌年度分（ 1 月1 日工事完了の場合はその年度分）

の固定資産税額（ 居住部分で、1 戸当たり 120 ㎡相当分ま

でを 限度）を 3 分の1＊2 減額し ま す。
＊１   改修工事に要し た費用の額が次のいずれかに当てはまる こ

と が必要です。

　 ・ 断熱改修に係る 工事費が60万円超である こ と

　 ・ 断熱改修に係る 工事費が50万円超、太陽光発電設備、高

効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用シス テムの設置

に係る 工事費と 合わせて60万円超であるこ と

＊2  改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当する こ と と なった

場合は3分の2

（ 注）減額を 受ける ためには、一定の要件を 満たすほか、一定の

書類（ 改修後のそれぞれの部位が省エネ基準に適合する こ

と を 証する 書類等）を 添付の上、改修が完了し た 日から 3

か月以内に申告が必要です。

耐震化のための建替え又は改修を 行っ た住宅に

対する固定資産税・ 都市計画税の減免（ 2 3 区内）

 １ 　 建替え  
　 昭和57 年1 月1 日以前から ある 家屋を 取り 壊し 、当
該家屋に代え て 令和6 年3 月31 日ま でに住宅を 新築
し た 場合、新築後新た に課税さ れる 年度から 3 年度
分、居住部分に対する 固定資産税・ 都市計画税を 全
額（ 地方税法に基づく 新築住宅減額が適用さ れる 場合
は、減額適用後の税額）減免し ま す。
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6 年3 月31 日ま でに、建築基準法に基づく 現行の耐震

基準に適合さ せる よ う 一定の耐震改修工事を 施し た

場合、工事完了日の翌年度（ 1月1日工事完了の場合は

その年度）1 年度分（ 住宅が耐震改修の完了前に、建

築物の耐震改修の促進に関する 法律に規定する 通行

障害既存耐震不適格建築物に該当する 場合は2 年度

分）、固定資産税・ 都市計画税（ 居住部分で、1 戸当た

り 120 ㎡相当分ま でを 限度）を 全額（ 地方税法に基づ

く 住宅耐震改修に伴う 減額適用後の税額）減免し ま す。

≪減免要件≫

①耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の

2 分の1 以上である こ と

②耐震改修に要し た費用の額が 1 戸当たり 50 万円を

超えている こ と

③耐震基準に適合し た工事であ る こ と の証明を 受け

ている こ と

④改修が完了し た日から 3 か月以内に「 固定資産税減

額申告書兼減免申請書」によ り 申請があっ たも の

不燃化特区内において不燃化のための建替えを行っ た

住宅に対する固定資産税・ 都市計画税の減免（ 23 区内）

　 不燃化特区制度におけ る 特別の支援の一つと し

て、不燃化のた めに建替え を 行っ た 住宅に対し て 、

新築後新た に課税さ れる 年度から 5 年度分、居住部

分に対する 固定資産税・ 都市計画税を 全額（ 地方税

（ 注１ ）減免の対象と なる 戸数は、建替え前の家屋によ り 異な
り ま す。  

（ 注２ ）新築マン ショ ン を 購入し た場合も 、要件に該当すれば
対象と なり ま す。

≪減免要件≫

①新築さ れた 家屋の居住部分の割合が当該家屋の2

分の1 以上である こ と

②建替え前の家屋を 取り 壊し た日の前後各1 年以内

に新築さ れた住宅である こ と ＊

③建替え前の家屋と 建替え後の住宅がと も に23 区内

にある こ と   

④新築さ れた日の属する 年の翌年の1 月1 日（ 1 月1 日

新築の場合は同日）において、建替え前の家屋を 取

り 壊し た 日の属する 年の1 月1 日におけ る 所有者

と 、同一の者が所有する 住宅である こ と ＊

⑤新築さ れた住宅について、検査済証の交付を 受け

ている こ と

⑥新築さ れた年の翌々年（ 1 月1 日新築の場合は翌年）

の2 月末日ま でに「 固定資産税減免申請書」によ り

申請があっ たも の
＊該当し ない場合であ っ ても 、一定の要件を 満たせば対象と なる

場合があり ま す。 詳し く は建替え後の住宅が所在する 区にある

都税事務所にお問い合わせく ださ い。

　

 2 　 改修

　 昭和57 年1 月1日以前から ある 家屋について、令和
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法に基づく 新築住宅の減額が適用さ れる 場合は、減

額適用後の税額）減免し ま す（ 減免の対象と なる 戸数

は、建替え前の家屋によ り 異なり ま す。）。

　 ま た、新築マン シ ョ ン を 購入し た 場合も 、要件に

該当すれば対象と なり ま す。

≪減免要件≫

①建替え後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の２

分の1 以上である こ と

②建替え前の家屋と 建替え後の住宅がと も に不燃化

特区内に所在する こ と

③建替え前の家屋が耐用年限の3 分の2 を 超過し てい

る 老朽建築物である こ と

④建替え前の家屋が不燃化特区の指定期間中に取り

壊さ れ、滅失登記が完了し ている こ と（ ただし 、住

宅を 新築し た 後に家屋を 取り 壊す場合には、住宅

を新築し た日から 1 年以内に取り 壊さ れている 必要

があり ま す。）

⑤建替え後の住宅の新築年月日が不燃化特区の指定

日から 令和8 年3 月31 日ま でである こ と

⑥建替え後の住宅が耐火建築物又は準耐火建築物等

である こ と

⑦新築さ れた日の属する 年の翌年の1 月1 日（ 1 月1 日

新築の場合は、同日）において、建替え 前の家屋が

滅失し た日における 所有者と 、同一の者が所有す

る 住宅である こ と

⑧建替え後の住宅が検査済証の交付を受けている こ と

⑨新築さ れた年の翌々年（ 1 月1 日新築の場合は翌年）

の2 月末日ま でに「 固定資産税減免申請書」によ り

申請があっ たも の
（ 注）該当し ない場合であっても 、一定の要件を 満たせば対象と なる

場合があり ま す。 その他、要件に関する 詳細は建替え後の住宅

が所在する 区にある 都税事務所にお問い合わせく ださ い。

　 道路の非課税は（ 2 3 区内）

　 道路（ セッ ト バッ ク 部分等）と し て利用さ れている 土地
で、所定の要件を満たす場合は、地方税法の規定によ り 道
路部分の固定資産税・ 都市計画税が非課税になり ます。 原
則と し て、年内に非課税の申告があった土地について、都
税事務所にて現地調査等によ り 要件を満たし ている こ と を
確認し た場合に、その翌年の4月に始ま る 年度から 非課税
を適用し ます。
◆本制度で非課税と なる主な対象

（ 1）道路法にいう 道路（ 高速自動車国道、一般国道、都道、区道）
（ 2）以下の要件を 満たす私道（ 注： 家屋建築時に敷地面積

に算入さ れている も のを除き ま す。）
　 ①利用上の制約を設けず不特定多数の人の利用に供さ

れている こ と
　 ②客観的に道路と し て認定でき る 形態を有する こ と
　 ③以下のいずれかに該当する こ と
　 　 〇「 通り 抜け私道」（ 道路の起点がそれぞれ別の公道

に接する 道路）の場合、道路全体を 通し て幅員が
1.8ｍ程度以上ある こ と

　 　 〇「 行き 止まり 私道」、「 コ の字型私道」の場合、2以上
の家屋が利用し 、専ら 通行のために使用さ れてお
り 、道路幅員が4.0ｍ以上あるこ と（ 従前から 存在し
ていた道路の場合は1.8ｍ以上あるこ と ）

2 3
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　 路線価の公開

　 路線価と は、市街地において道路に付けら れた価

格のこ と で、具体的には、道路に接する 標準的な宅

地の1㎡当たり の価格をいいま す。 宅地の評価額は、

こ の路線価を基にし てそれぞれの宅地の奥行、形状、

利用上の法的制限など に応じ て求めら れま す。

　 土地の評価に対する ご 理解を 深めて いた だく た

めに、評価額の基礎と なる 固定資産税路線価を 無料

で、ど なたにも 公開し ていま す。 最新の路線価等に

ついては、各都税事務所でご 確認く ださ い。

（ 3）上記（ 1）又は（ 2）と 一体と なっ て道路の効用を 果たし
ている 以下の土地※

　 　 〇セッ ト バッ ク 部分…特別区が整備し た細街路等の拡
幅部分、建築基準法第42 条第2 項、第3 項及び第5
項の規定によ り 設けら れた道路の拡幅部分等

　 　 〇隅切り 部分…東京都建築安全条例第2 条の規定によ
り 設けら れた隅切り 部分

 

　 　 ※道路部分と 敷地と の境界が塀、縁石、目地などで明確
に区分さ れており 、かつ、利用上の制約が設けら れて
いない必要があり ま す。

〈  イ メ ージ図 〉 …該当部分

通り 抜け
私道 

行き 止まり
私道 

コ の字型私道

セッ ト バッ ク 隅切り

◆必要な手続
　 所有する土地が所在する区にある都税事務所土地班へ、以
下の書類を提出してください。

・  「 固定資産税・ 都市計画税非課税申告書（ 公共の用に供す
る道路）」

・  道路部分の位置と 面積の算定方法を正確に確認でき
る 図面（ 例： 道路部分の面積を測量した測量図、求積図
など ）

2 4
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　 マンショ ン敷地の分割課税

　 共有物件に対する 固定資産税は、共有者が連帯し

て納税の義務を 負う こ と と さ れていま す。 ただし 、

マン ショ ン な ど の区分所有家屋の敷地と さ れてい

る 共有の土地で、次の二つの要件に該当する も のに

ついては、共有者ごと に土地の持分割合など であん

分し た税額を 負担し て いた だく「 分割課税」の取扱

いと なり ま す。

①マン ショ ン など の区分所有家屋の所有者全員で

共有さ れている 土地である こ と

②共有者ご と に、土地の持分割合が区分所有家屋の

専有部分の床面積割合と 一致する こ と

　 なお、上記②の要件が満たさ れない場合でも ①に

該当する と き は、共有者全員の合意によ っ て税額の

あ ん分方法を 定めた「 あ ん分申出書」を 都税事務所

長に提出し 、こ の申出の内容が適当と 認めら れれ

ば、分割課税の取扱いが受けら れま す。

　 現所有者申告制度（ 2 3 区内）

　 土地・ 家屋の所有者が亡く なら れた場合、相続人

などの新たな所有者（ 現所有者）と なった方は、ご自身

が現所有者である こ と を申告する 必要があり ま す｡＊1

「 固定資産（ 土地・ 家屋）現所有者申告書」と 添付書

類＊2を、ご 自身が現所有者である こ と を 知っ た日の

翌日から 3 か月以内に、土地・ 家屋が所在する 区に

ある 都税事務所へご 提出く ださ い｡＊3 不動産登記簿

のご 名義が変更さ れる ま では、申告に基づき 、現所

有者の方に固定資産税・ 都市計画税を 課税し ま す。

＊1　 相続登記などによ り 不動産登記簿のご名義を変更さ れた場合は、申

告の必要はあり ません。 なお、令和6年4月1日よ り 相続登記が義務

化さ れますので、お早めの登記をお願いし ます。 登記については東

京法務局（ 本局・ 支局・ 出張所）へご相談く ださ い（ 詳し く は83ペー

ジをご覧く ださ い。）。

＊2　 添付書類と は、住民票・ 戸籍謄本・ 遺言書など 、①登記名義人の

方が亡く なら れたこ と が分かる 書類、②申告さ れる 方が現所有

者である こ と が分かる 書類、③申告者の現住所が分かる 書類で

す。 詳し く は東京都主税局ホ ーム ページを ご 覧いただく か、所

管の都税事務所にお問い合わせく ださ い。

＊3　 23 区外の土地・ 家屋については、資産の所在する 各市町村の担

当窓口へお問い合わせく ださ い。

2 5

〇 〇   × 

〇  ×   × 

〇 〇  〇 

〇 〇   × 

閲覧でき る 場所

令 和3 基 準
年度～平成
30 基準年度
路線価図

平成27 基準
年 度～平 成
24 基準年度
路線価図

平成21 基準
年度～平成
3 基 準 年 度
路線価図※

備考

主税局ホームぺージ
「 路線価公開」

都民情報ルーム

都立中央図書館

23 区都税事務所

コピーサービス可
（ 有料）

・  最新の内容を
  確認可
・  所管する 区の
  み閲覧可
・  貸出可

※平成3 基準年度（ 代表的な地点のみ）及び平成6 基準年度（ 主要な街路のみ）
は、固定資産税路線価公開台帳と いう 名称で、現行の路線価図と は内容が
異なっ ており ま すので、あら かじ めご了承く ださ い。

【 路線価図の公開場所】
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住宅・ 商業・ 工業等の地区に区分

用途地区ご と に、街路・ 交通機関

等の接近、家屋の疎密度等の状況

の類似し た地区に区分

状況類似地区ごと に、街路の状況

等が標準的な 街路に沿接する 宅

地の中から 標準宅地を選定

標準宅地に沿接する 街路の路線価

に比準し て、同じ 状況類似地区内

のその他の街路に路線価を付設

各土地について、画地補正率を 乗

じ て単位地積当たり 価額を求める

各土地の単位当たり 価額に地積を

乗じて評価額を算出

地価公示価格等の7 割を 目途に、標

準宅地の適正な時価を 評定し 、標準

宅地に沿接する 街路に路線価を付設

◆家屋評価の仕組み（ 2 3 区内）

　 再建築価格方式によ り 家屋の評価額を 求めま す。

　 こ の方式は、評価の時点において、評価の対象と

なっ た家屋と 同一のも のを その場所に新築する も の

と し た場合に必要と さ れる 建築費を 求め、その家屋

の建築後の年数の経過によ っ て生じ る 損耗の状況に

よ る 減価を 考慮し（ 必要に応じ て更に需給事情によ る

減価も 考慮し ）、その家屋の価格を 求める も のです。

　 具体的には、単位当た り 再建築費評点を 付設し 、

経年（ 損耗）の状況によ る 減点補正率を 乗じ 、更に床

面積及び設計管理費等を 考慮し た評点一点当たり の

価額を 乗じ て、評価額（ 価格）を 求めま す。

評価額 ＝　単位当たり 再建築費評点　 ×

　 　 　 　 　  経年（ 損耗）の状況によ る 減点補正率

　 　 　 　  （ ×　 需給事情によ る 減点補正率（ 必要に応じ て）    ）

　 　 　 　 　 ×　 床面積　×　 評点一点当たり の価額

2 6

用途地区の区分

状況類似地区の区分

標準宅地の選定

標準宅地に沿接する

街路への路線価付設

その他の街路への

路線価付設

画地計算

各土地の

評価額の算出

◆宅地評価の仕組み（ 2 3 区内）
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当該区市町村内で課税さ れる 全て の土
地の所在地番、地目、地積、価格

当該区市町村内で課税さ れる全ての家屋の
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

土 地 価 格 等
縦 覧 帳 簿

家 屋 価 格 等
縦 覧 帳 簿

当該区市町村内に所在する 土地に対し て固定資産税が課税さ
れる 納税者の方

当該区市町村内に所在する 家屋に対し て固定資産税が課税さ
れる 納税者の方

　 縦覧帳簿の縦覧

　 固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋の価格と 、同一区市町村内の他の土地や家屋の価格と を 比較でき る よ
う にする ため、縦覧期間中に縦覧帳簿を 見る こ と ができ ま す。 縦覧帳簿の種類、記載さ れている 内容は下表のと お
り です。 縦覧の際は、運転免許証など納税者ご本人である こ と が確認でき る も の＊を ご持参く ださ い。

なお、縦覧期間は自治体によ っ て異なり ま す。 23 区内では、令和5 年度は4 月3 日（ 月曜日）から 6 月30 日（ 金
曜日）ま で（ ただし 、土曜日、日曜日、国民の休日又はその他の休日を 除く 。）です。

　 価格に対する審査の申出（ 2 3 区内）

　 固定資産税の納税者の方は、固定資産税・ 都市計画税に関する 事項のう ち、固定資産課税台帳に登録さ れた価格
について不服がある と き は､固定資産課税台帳に価格等が登録さ れた旨の公示の日（ 令和5 年度は4月3日）から ､納
税通知書を受け取った日後3 か月以内(ただし ､上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通
知書を受け取った日後3か月以内）に､東京都固定資産評価審査委員会に対し 、「 審査の申出」をする こ と ができ ます。
　 なお、令和5 年度の価格は、原則と し て基準年度であ る 令和3 年度の価格が据え置かれる ため、審査の申出が
でき る 事項は、土地の分合筆、家屋の新築等によ り 新たに決定さ れた価格に不服がある と き 、土地の地目の変換、
家屋の増改築等によ り 評価替えが行われた価格に不服がある と き 若し く はこ の評価替えが行われる べき である
と する 申立てを する と き 又は地価の下落に伴う 特例措置によ り 修正さ れた土地の価格に不服がある と き 若し く
はこ の特例措置によ る 修正の適用を 受ける べき である と する 申立てを する と き に限ら れま す。

　 償却資産については、年度にかかわら ず、全ての償却資産について固定資産課税台帳に登録さ れた価格が、審
査の申出の対象と なり ま す。

＊23 区内の固定資産に係る 縦覧時の本人確認方法については34 ページを ご覧く ださ い。

・ ・

2 7

縦覧帳簿の種類 記載さ れている 内容 縦覧でき る 方
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閲覧でき る 部分

固定資産課税台帳のう ち、当該納税義務に係る 固定資産につい
て記載さ れた部分

　 固定資産課税台帳の閲覧

　 固定資産課税台帳は、年間を 通じ て閲覧する こ と ができ ま す。ただし 、閲覧でき る 方と その閲覧でき る 部分は、

下表のと おり です。

　 令和5 年度の価格は、固定資産の価格等を 固定資産課税台帳に登録し た旨を 市町村長（ 23 区内は各都税事務所

長）が公示し た日（ 23 区内では、令和5 年度は4 月3日です。）から 、閲覧する こ と ができ ま す。

　 なお、閲覧1 回＊1 につき 300 円の手数料がかかり ま す。

　 閲覧の際は、納税義務者の方は、運転免許証など ご 本人である こ と が確認でき る も の＊2 を ご 持参く ださ い。

閲覧でき る 方

2 8

固定資産税の納税義務者

土地について賃借権その他の使用又は収益
を 目的と する 権利（ 対価が支払われる も の
に限る 。）を 有する 者（ 借地人等）

固定資産課税台帳のう ち、当該権利の目的であ る 土地について
記載さ れた部分

固定資産課税台帳のう ち、当該権利の目的であ る 家屋及びその
敷地である 土地について記載さ れた部分

固定資産課税台帳のう ち、当該権利の目的であ る 固定資産につ 
いて記載さ れた部分

家屋について賃借権その他の使用又は収益
を 目的と する 権利（ 対価が支払われる も の
に限る 。）を 有する 者（ 借家人等）

その他法令等に基づく 正当な理由を有する 一
定の者（ 総務省令で定めら れた者。 賦課期日
後に固定資産を取得し た者、破産管財人等）

　 不服の申立てや訴訟

　 都税の課税や徴収など に不服がある 場合には、地方税法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法によ り 、不服申
立てや取消訴訟の権利が保障さ れていま す。

　 納税通知書、更正・ 決定等通知書、督促状など に、不服申立て及び取消訴訟の提起期間等についての記載があ

り ま すのでご覧く ださ い。
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　 固定資産に関する証明（ 2 3区内）

　 固定資産課税台帳を 閲覧でき る 方は、その閲覧でき る 部分について、固定資産課税台帳登録事項の証明（ 固定資

産評価証明）を取得する こ と ができ ま す。

　 ま た、以下の（ 1）又は（ 2）の方は、固定資産関係（ 公課）証明の申請ができ ま す。

　（ 1）固定資産税の納税義務者（ 共有者も 含みま す。）、その相続人 

　（ 2）その他法令等に基づく 正当な理由を有する 方（ 破産管財人等）

　 23区内の固定資産に関する 証明の申請は、23区内の全ての都税事務所で申請でき ま す。

　 申請の際は、納税義務者の方は、運転免許証などご本人である こ と が確認でき る も の＊1をご持参く ださ い。納税

義務者以外の方が申請さ れる 場合、本人確認書類以外にも 必要書類のご提示が必要と なり ま す。詳し く は、東京都

主税局ホームページをご覧いただく か、所管の都税事務所にお問い合わせく ださ い。

　 なお、都税事務所では、証明1件につき ＊2 400円＊3 の手数料がかかり ま す。
　 ＊1　 23区内の固定資産に関する 証明申請時の本人確認方法については34ページをご覧く ださ い。

　 ＊2 　 土地にあっては1筆ごと 、家屋にあっては1棟ごと 、償却資産にあっては資産の種類ごと に、それぞれ1件と 数えま す。

　 ＊3　 固定資産評価証明・ 固定資産関係証明・ 固定資産物件証明については、1回の申請で同一種類の証明を 2 件以上申請さ れた場合、「 土地又は家屋」、

「 償却資産」の別ごと に 2 件目以降 1 件につき 100円と なり ま す（ ただし 、同一の所有者で、かつ資産の所在が同じ 区内のも のを申請さ れた場合

に限り ま す。）。

　 ま た、借地人・ 借家人の方は、賃貸借契約書＊3 など 借地人・ 借家人である こ と が確認でき る 書類（ ただし 、対
価を 支払っ ている こ と が分かる も のに限る 。）と 、運転免許証など 借地人・ 借家人ご 本人である こ と が確認でき
る も の＊2 を ご 持参く ださ い。

＊1　 土地・ 家屋・ 償却資産の種類ごと に、それぞれ1 回と 数えま す。

＊2　 23 区内の固定資産に関する 公簿の閲覧申請時の本人確認方法については34 ページを ご覧く ださ い。

＊3　 転借権を 有する 者の場合、転貸借契約書及び所有権者と 借地人・ 借家人の賃貸借契約書等

       所有者の代理人と 契約締結し ている 場合、借地人・ 借家人の賃貸借契約書等と 所有者と 代理人の契約に係る 委任関係を証する 書類（ 委任状等）

　 土地・ 家屋名寄帳の閲覧（ 2 3 区内）

　 納税義務者の方は、土地・ 家屋名寄帳（ 固定資産（ 補充）課税台帳に基づき 、納税義務者ご と にその土地及び家
屋に関する 登録事項を 一覧にし た帳簿）を 閲覧する こ と ができ ま す。
　 なお、閲覧1 回＊につき 300 円の手数料がかかり ま す。 　 　 ＊所有者（ 納税通知書番号）ごと にそれぞれ１ 回と 数えま す。
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○手数料計算例

①　 Ａ 所有の甲区所在の土地 2 筆・ 家屋 1 棟の評価証明を申請する 場合

　 400 円 ＋ 100 円 ＋ 100 円 ＝　  600 円 ＊  同一の所有者については、 2 件目以降、 1 件につき 100 円になり ま す。

② 　 Ａ 単独所有の甲区所在の土地 1 筆・ 家屋 1 棟と 、 Ａ 及びＢ 共有の甲区所在の土地 1 筆・ 家屋 1 棟の評価証明を申請する 場合

Ａ 単独所有　 400 円 ＋ 100 円　 　
1,000 円

Ａ ・ Ｂ 共有　 400 円 ＋ 100 円

＊ 所有者が異なる 場合は、 所有者ごと に 1 件目は 400 円かかり ます。

＊  同一の所有者（ 納税通知書番号が同一の所有者） については、 2 件目以降、

1 件につき 100 円になり ま す。

③　 Ａ 所有の甲区所在の土地 1 筆と 、 乙区所在の土地 2 筆の評価証明を 申請する 場合

甲区　 400 円

乙区　 400 円 ＋ 100 円　 　
900 円

＊  同一の所有者の物件であ っ ても 、 物件所在区が異なる 場合は、 区ご と に

1 件目は 400 円かかり ま す。

④　 Ａ 所有の甲区所在の土地 1 筆・ 家屋 1 棟について、 評価証明と 関係証明を申請する 場合

評価証明　 400 円 ＋ 100 円　 　
1,000 円

関係証明　 400 円 ＋ 100 円　

＊  同一の所有者の物件であっても 、 証明の種類が異なる 場合は、 証明の種類

ごと に 1 件目は 400 円かかり ま す。

}

}

}
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　 郵送による証明等の申請

　 東京都では、郵送によ る 都税の証明等の発行業務を「 都税証明郵送受付センタ ー」で集中し て行っ ており ま す。
都税の証明等を郵送にて申請さ れる 場合は、以下の宛先にお送り く ださ い。

郵　 送　 時　 の　 送　 付　 先

〒 112-8787　 　 東京都文京区春日 1-16-21　 　 都税証明郵送受付センタ ー

都税証明郵送受付センタ ーで取り 扱う 証明等 申請に必要なも の

・ 23 区内の固定資産（ 土地・ 家屋）
　評価証明・ 関係証明・ 物件証明
・ 23 区内の土地 ･ 家屋課税台帳
・ 23 区内の土地 ･ 家屋名寄帳
・ 納税証明
・ 自動車税（ 種別割）納税証明（ 継続検査等用）＊

・ 滞納処分を受けたこ と のないこ と の証明
・ 酒類製造販売の免許申請のための証明
＊  運輸支局等において電子的に納税確認が可能と なっ たため、 車検

時に納税証明の提示が省略でき る よ う になっ ていま す。 納付後最
大 10日程度かかり ま す。

①申請書（ 法人の場合、 代表者印＊1 押印）
②手数料＊2（ 定額小為替（ 無記名））
③返信用封筒（ 宛先を 記入、 郵便切手を貼ったも の）
④ その他（ 本人以外の請求や都税事務所届出住所以外へ送付する 場合な

ど は確認書類が必要） 
＊ 1　  法務局等に提出し た印（ 実印）です。 

なお、 自動車税（ 種別割）納税証明（ 継続検査等用）の場合は不要です。
＊ 2　  自動車税（ 種別割）納税証明（ 継続検査等用）の手数料は無料です。
※申請書には必ず日中に連絡がと れる 電話番号を記載し てく ださ い。

　 上記以外の証明・ 閲覧、公用照会（ 固定資産評価証明書交付依頼書によ る 申請を含む。）などは、都税証明郵送受付センタ ー
ではお取り 扱いでき ませんので、所管の都税事務所にご申請をお願いし ま す。
　 なお、媒介契約書によ る 申請は、郵送ではお取り 扱いでき ま せんので、窓口にてご申請く ださ い。
　 お届けま でに概ね1週間〜10日程度かかり ますので、あら かじ めご了承く ださ い。
※ 手数料は過不足のないよ う に送付し てく ださ い（ ご不明な点は、東京都主税局ホームページを

ご覧いただく か都税事務所等でご確認く ださ い。）。
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　 パソ コ ン、スマート フ ォ ン から の証明等の申請　 　

　（ 電子申請）

　 都税に関する 証明等を 電子申請する こ と ができ ま す。

「 東京共同電子申請・ 届出サービ ス 」（ 以下「 共同申請」
と いう 。）によ る 電子申請では、パソ コ ン から 、「 ス マー
ト 申請」では、ス マート フ ォ ン から でも 申請、手数料納
付ができ ま す。 主税局ホ ーム ページから 申請手続のペ
ージにアク セス し てご利用く ださ い。

電子申請でき る 証明等

・ 納税証明

※自動車税（ 種別割）納税証明（ 継続検査等用）は申請でき ま
せん。 郵送又は窓口で申請し てく ださ い。

・ 滞納処分を受けたこ と のないこ と の証明

・ 酒類製造販売の免許申請のための証明
・ 23 区内の土地・ 家屋名寄帳

・ 23 区内の固定資産（ 土地・ 家屋）評価証明

・ 23 区内の固定資産（ 土地・ 家屋）関係（ 公課）証明

　 上記以外の証明・ 閲覧、公用照会（ 固定資産評価証明書交付
依頼によ る 申請を 含む。）など は電子申請でき ま せんので、所
管の都税事務所にご申請を お願いし ま す。

共同申請 ス マート 申請

申請
できる方

申請に
必要なもの

手数料、
郵送料の
納付方法

・ 納税義務者本人
・ 法令等に基づき 証明等の申請をすること につい

て正当な理由を有するもの
・ 上記の代理人

・ パソコン
　 ※W indow s以外のOSではご利用になれません。
・ 各種電子証明書
　 ※I Cカード タ イ プはI Cカード リ ーダ ーが必要

です。
　 ※納税義務者本人以外から の申請は、上記に加

え、委任状等の確認資料の別送が必要です。

・ ペイジー
　 ※インターネット バンキング又は金融機関・ 郵便局

のペイジー対応ATMから納付してください。

【 個人の方】納税義務者本人
【 法人の方】法人の代表者
　 ※代理人や相続人等からの申請は受け付けておりません。

・ スマート フォンと アプリ
　 ※専用アプリ でマイナンバーカードを読み取り 、本人確認を行います。
　 ※パソコン又はタブレット 端末から申請する方もアプリ の取得が必要です。

・ マイナンバーカード
　 ※署名用電子証明書暗証番号（ マイナンバーカード 発行時に自治体の窓

口で登録した暗証番号）が必要です。
　 ※法人の申請は、上記に加え、登記情報提供サービスから取得した商業・
　 　 法人登記情報の「 照会番号」「 発行年月日」が必要です。

・ クレジット カード
　 ※対応ブランド は、V ISA 、M a ste rca rd 、A m erica n Ex p re ss、JCB、
　 　 D in ersC lu bです。
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都税に関する証明等の申請時の本人確認書類

　 23 区内の固定資産税・ 都市計画税に関する 公簿の

閲覧及び証明を 申請する 際に必要と なる 本人確認書

類は次のと おり です。

≪窓口で申請さ れる 場合≫

　 申請さ れる 方の｢本人確認書類｣と し て、申請さ れ

る 方が本人と 確認でき る 官公署が発行し た顔写真付

き の書類（ Ａ ）であれば1 種類の提示、それ以外の書類

（ Ｂ・  Ｃ ）であ れば、Ｂ から 2 種類又はＢ と Ｃ から それ

ぞれ1 種類の提示が必要にな り ま す（ C から 2 種類は

不可）。

≪郵送で申請さ れる 場合≫

・ 原則と し て、①都税の納税通知書送付先、②都税事

務所に届けている 住所（ 本店又は主たる 事務所の所

在地）のいずれかにお送り し ま す。

・ 申請書の記載内容が課税台帳等と 一致し ている 場

合は、申請者の「 本人確認書類」等は不要です。

・ 上記①又は②以外への送付を希望さ れる 場合は、「 本

人確認書類」等が必要になり ま す。 詳し く は主税局

ホームぺージを ご 覧いただく か、所管する 都税事務

所へお問い合わせく ださ い。

≪共同申請によ り 申請さ れる 場合≫

　 本人確認は、各種電子証明書により 行います（ W indow s

以外のO Sではご利用になれません。）。

①マイ ナンバーカード

②マイ ナンバー対応ICカード リ ーダー

③公的個人認証サービス 利用者ク ラ イ アント ソ フ ト ＊

＊詳細は、公的個人認証サービスポータ ルサイト をご覧く ださ い。

①以下いずれかの電子証明書＊

　 商業登記に基づく電子証明書、AOSignサービス、TO iN X

電子入札対応認証サービ ス、T D B電子認証サービ ス 

T yp eA、DIACERT-PLUS サービス（ 旧 電子入札コ アシ

ステム用電子認証サービス）、e-ProbatioPS２ サービス

②ICカード リ ーダー（ ICカード 型証明書の場合のみ）

＊各種電子証明書の詳細は、各事業者のホームページを

ご覧く ださ い。

個

　人

法

　人

Ａ： 申請さ れる 方が本人と 確認でき る 官公署が発行し た書

類（ 顔写真付き ）

　 　例）運転免許証、旅券（ パス ポート ）、マイ ナンバーカード

（ 個人番号カード ）  など

Ｂ： 申請さ れる 方が本人と 確認でき る 官公署が発行し た書

類（ 顔写真なし ）

　 　例）国民健康保険等の被保険者証  など

 Ｃ： Ａ・ Ｂ 以外の特定の本人名義の書類

　 　例）国税又は地方税の納税通知書、金融機関のキ ャ ッ

シュ カード 、ク レ ジッ ト カード 、法人が発行し た身

分証明書（ 顔写真付き ）  など

（ 注）Ａ～Ｃ は、いずれも 原本の提示が必要です。 A 及びBについては、

原則と し て写し をと ら せていただき ま すのでご了承く ださ い。
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≪ス マート 申請によ り 申請さ れる 場合≫

　 法人分の証明等を 申請でき る 方は、 法人代表者に

限ら れま す。

①マイ ナンバーカード

②ス マート フ ォ ンと アプリ（ Gra ff e r 電子署名アプリ ）

①マイ ナンバーカード

②ス マート フ ォ ンと アプリ（ Gra eff r 電子署名アプリ ）

③登記情報提供サービ ス から 取得し た商業・ 法人登記

情報の「 照会番号＊（ 10 桁の数字）」「 発行年月日」

＊照会番号は、1 つにつき 1 度限り 使用可能で、有効期

間は請求の翌日から 10 0日間です。

個

　人

法  

人
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　 固定資産税・ 都市計画税の計算は

［ 設例］
　 令和3 年2 月に23区内の土地に住宅を新築しまし た。土地の面積は150㎡、家屋の床面積は100㎡（ 木造 2 階建）です。
　 土地及び家屋の価格（ 評価額）などは、それぞれ次のと おり です。令和 5 年度の税額はどのよう に求めるのでしょ う か。
　 ●土地……令和 5 年度価格　 　 　 　 　 　 　 　  45,000,000円
　 　 　 　 　 　 令和 4 年度固定資産税課税標準額 6,750 ,000円
　 　 　 　 　 　 令和 4 年度都市計画税課税標準額 14,700,000円
　 ●家屋……令和 5 年度価格　  9,000 ,000円

［ 計算］
■土地

内　 　 　 容 設例の場合 説　 　 　 明

固定資産税

令和 5 年度価格① 45,000,000 円

本則課税標準額② 7,500,000 円 ①× 1 ／ 6（ 小規模住宅用地）

前年度課税標準額③ 6,750,000 円

負担水準④ 90％ ③÷②× 100

負担調整措置⑤ 7,125,000 円 ③＋（ ②× 5％）

令和 5 年度課税標準額⑥ 7,125,000 円
⑤＞②の場合は②、 ⑤＜②× 20％の場合は②× 20％
今回⑤は②（ 7,500,000 円）を上回ら ないため、 ⑥＝⑤

当初税額 A 99,750 円 ⑥×税率（ 1.4％）（ 円未満切捨て）

条例附則第 15 条の 3
7,425,000 円 ③× 1.1

減額の適用可否＊⑦

B 103,950 円
⑦×税率（ 1.4％）（ 円未満切捨て）
A ＜ B のため、 減額適用なし

相当税額 99,750 円
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内　 　 　 容 設例の場合 説　 　 　 明

都市計画税

本則課税標準額⑧ 15,000,000 円 ①× 1 ／ 3（ 小規模住宅用地）

前年度課税標準額⑨ 14,700,000 円

負担水準⑩ 98％ ⑨÷⑧× 100

負担調整措置⑪ 15,450,000 円 ⑨＋（ ⑧× 5％）

令和 5 年度課税標準額⑫ 15,000,000 円
⑪＞⑧の場合は⑧、 ⑪＜⑧× 20％の場合は⑧× 20％
今回⑪は⑧ （ 15,000,000 円） を上回る ため、 ⑫＝⑧

当初税額 C 45,000 円 ⑫×税率（ 0.3％）（ 円未満切捨て）

条例附則第 20 条の 3
16,170,000 円 ⑨× 1.1

減額の適用可否＊⑬

D 48,510 円
⑬×税率（ 0.3％）（ 円未満切捨て） C ＜ D のため、 減
額適用なし

軽減額⑭ 22,500 円
C × 1 ／ 2（ 円未満切上げ）「 小規模住宅用地に対する
軽減（ 23 区内）」（ 39 ページ参照）

相当税額 22,500 円 C －⑭

＊税額が前年度の 1.1 倍を超える 土地に対する 条例減額（ 18 ページ参照）。 なお、 令和 4 年度は同減額の適用はなかっ たも のと し ま す。

■家屋

内　 　 　 容 設例の場合 説　 　 　 明

固定資産税

令和 5 年度価格① 9,000,000 円

令和 5 年度課税標準額② 9,000,000 円 ②＝①

当初税額③ 126,000 円 ②×税率（ 1.4％）（ 円未満切捨て）

新築住宅減額④ 63,000 円 ③× 1 ／ 2

相当税額⑤ 63,000 円 ③－④

都市計画税
令和 5 年度課税標準額⑥ 9,000,000 円 ⑥＝①

相当税額⑦ 27,000 円 ⑥×税率（ 0.3％）（ 円未満切捨て）

（ 注）上記算出例は土地 1 筆、家屋 1 戸ごと の相当税額ですので、実際の納付税額と は端数処理で一致し ない場合があり ま す。
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　 償却資産と は、土地・ 家屋以外の事業用の資産の
こ と で、土地・ 家屋と 同様に固定資産税が課税さ れ
ま す。 償却資産の例と し て は、事業用の機械装置や
工具、器具備品な ど が挙げら れま すが、不動産貸付
業や駐車場業等に係る 資産の中にも 、土地・ 家屋以
外の事業用の資産と し て、固定資産税（ 償却資産）の
課税対象と なる も のがあり ま す。

 （ 注）23 区内の固定資産税については、特例で都税と し て都が課税し ていま す。

≪不動産貸付業・ 駐車場業に係る 償却資産の例≫
○不動産貸付業

受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、電力引込設備、
ガス 引込設備、屋外給排水設備、外灯設備、ソ ーラ ーパネル、看板、
壁掛型ルームエアコ ン、門・ 塀・ 緑化施設等の外構工事　 など

○駐車場業
機械式駐車設備、発券機・ 精算機、駐輪ラ ッ ク 、フ ェ ン ス 、看板、舗
装路面　 など

　 申告書の提出

　 毎年、1 月1 日（ 賦課期日）現在の償却資産の所有状
況について、その年の1 月31 日ま でに申告が必要で

す。 申告書には、資産の種類、名称、数量、取得年月、
取得価額、耐用年数な ど 、評価額の算出に必要と な
る 事項を 記載し ま す。

  （ 注１ ）23 区内においては、資産の所在する 区にあ る 都税事務所に申
告書を 提出し ま す。

  （ 注２ ）23 区内の固定資産税（ 償却資産）の申告については、eLTAX（ エ
ルタ ッ ク ス ）によ る 電子申告も ご利用いただけま す。

　 計算の仕組み

　 税額 ＝ 課税標準額   ×  税率1.4％

  （ 注１ ）課税標準額が150 万円（ 免税点）未満の場合は、課税さ れま せん。

　 課税標準額は、各資産の評価額を、資産の所在す
る 区ご と に合算し た 額です。 評価額は、資産一品ご
と に以下の計算式によ り 算出し ま す。

（ 前年中に取得し た資産）

　 評価額　 ＝　 取得価額　 ×  （ １ －ｒ ／２ ） 

（ 前年前に取得し た資産）

　 評価額　 ＝　 前年度評価額　 × （ １ －ｒ ） 
  （ 注２ ）ｒ ＝耐用年数に応ずる 減価率（ 固定資産評価基準 別表第15）

　 納める時期と 方法

　 23 区内・ 各市町村ご と に定めら れた年4 回の納期
（ 40 ページ 参照）に納めま す。 納税通知書は、第1 期
の納付月にお送り し ま す。

　 納付の方法については、71～74ページをご覧く ださ い。

固定資産税（ 償却資産）
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　 こ の税金は、原則と し て都市計画法によ る 市街化
区域内に所在する 土地・ 家屋の所有者と し て、毎年 
1 月1 日（ 賦課期日）現在、固定資産課税台帳に登録さ
れている 方に課税さ れま す。
　 固定資産税と 同様に市町村税ですが、23 区内では
特例で、都税と し て都が課税し ていま す。

　
　

　 免税点

　 固定資産税が課税さ れな い場合は、都市計画税も
課税さ れま せん（ 14 ページ参照）。

　 納める時期と 方法

　 土地・ 家屋の固定資産税と 併せて課税さ れま す。 納
税通知書には、固定資産税と 都市計画税の税額が記
載さ れていま す。
　 納付の方法については、71～74ページをご覧く ださ い。

　 住宅用地に対する課税標準の特例措置

　 固定資産税と 同様に特例措置が設けら れていま す
（ 14、15 ページ参照）。

　 宅地の負担調整措置

　 固定資産税と 同様の負担調整措置が設けら れてい
ま す（ 15～17 ページ参照）。

　 小規模住宅用地に対する軽減（ 2 3 区内）

　 東京都では、小規模住宅用地（ 1 戸につき 200 ㎡ま
での住宅用地）に対する 都市計画税について、税額の
2 分の1 を 軽減し ていま す。

　 商業地等に対する負担水準上限引下げ条例減額（ 23区内）

　 18 ページを ご覧く ださ い。

税額が前年度の1.1 倍を超える土地に対する条例減額（ 2 3
区内）

　 18 ページを ご覧く ださ い。

　 小規模非住宅用地に対する減免（ 23 区内）

　 18 ページを ご覧く ださ い。

不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する減免（ 23 区内）

　 19 ページを ご覧く ださ い。

耐震化のための建替え又は改修を行っ た住宅に対する減免（ 23 区内）

　 22、23 ページを ご 覧く ださ い。

不燃化特区内において不燃化のための建替えを行っ た住宅に対する減免（ 2 3 区内）

　 23、24 ページを ご 覧く ださ い。

•   ・   ・

税額

　 計算の仕組み

　 ＊税率は市町村によ って異なり ま す（ 40 ページ参照）。

◎課税標準額
　 固定資産課税台帳に登録さ れている 価格です。 た
だし 、土地については固定資産税と 同様に負担調整
措置が設けら れていま す（ 15～17 ページ参照）。

都市計画税

課税標準額＝ × 税率＊
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  区市町村

23 区内

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

 税率

0.30

0.27

0.235

0.20

0.225

0.25

0.20

0.25

0.24

0.27

0.27

0.24

0.27

0.29

0.27

0.26  

0.24

0.25

0.26

0.25

  区市町村

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あき る 野市

西東京市

瑞穂町

日の出町

檜原村

奥多摩町

大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ 島村

小笠原村

税率

0.24

0.26
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0.25

0.27

0.25

0.27

0.27
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－

－
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－

－
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◆固定資産税の納期と 都市計画税の税率等（ 令和5 年度）

（ 注1）固定資産税の税率は、23 区内・ 各市町村と も 1.4％です。

（ 注2）納期限が土曜日、日曜日、国民の休日又はその他の休日に当たる と き は、その翌日がその期限と なり ま す。
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◆固定資産税の納期と 都市計画税の税率等（ 令和5 年度）

（ 注1）固定資産税の税率は、23 区内・ 各市町村と も 1.4％です。

（ 注2）納期限が土曜日、日曜日、国民の休日又はその他の休日に当たる と き は、その翌日がその期限と なり ま す。
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都市環境の整備及び改善に関する 事業に要する 費

用に充てる ための目的税で、地方税法で定めら れた

都市においてのみ課税さ れる 市町村税です。 東京都

では、23 区内において特例で都税と し て課税さ れる

ほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市及び町田市の4 市＊

で課税さ れま す。

　 事業所税の申告（ 納税のための申告）

 1 　 納税義務者

（ 1） 資産割

　 同一市町村内（ 23 区内の場合は23 区内全域）の

事業所等の床面積の合計が1,000 ㎡（ 免税点*）を 超

える 規模で事業を 行う 法人又は個人

（ 2）  従業者割

　 同一市町村内（ 23 区内の場合は23 区内全域）の

事業所等の従業者数の合計が100 人（ 免税点＊）を

超える 規模で事業を 行う 法人又は個人
＊免税点の判定は、法人の場合は事業年度末日の現況によ り 、

個人の場合は12 月31 日の現況によ り 、資産割、従業者割ご

と に判定し ま す。

 2 　 納める額

 （ 1）資産割

　 　 税額 ＝ 事業所床面積（ ㎡） × 税率600 円

 （ 2）従業者割

　 　 税額 ＝ 従業者給与総額 × 税率0.25％

 3 　 納める時期と 方法

法人の場合は事業年度終了の日から 2 か月以内に、個

人の場合は事業を 行っ た 年の翌年3 月15 日ま でに、申

告し て 納めま す。 な お、法人の事業税・ 法人の都民税

等と は異なり 、申告期限の延長制度はあり ま せん。

◎申告先

①23 区内に所在する 事業所等で事業を 行う 場合は

主たる 事業所等の所在地を所管する 都税事務所

　（ 42 ページ参照）
  （ 注）23 区内の事業所税の納付申告については、eLT AX（ エル

タ ッ ク ス ）を 利用し た電子申告・ 電子納税を 受け付けてい
ま す。詳し く は東京都主税局ホーム ページをご 覧く ださ い。

②武蔵野市、三鷹市、八王子市及び町田市に所

在する 事業所等で事業を 行う 場合は各市役所

（ 80 ページ参照）

＊当該4 市の事業所税については、各市役所にお問い合わせく ださ い。

事業所税

3 5

都市環境の整備及び改善に関する 事業に要する 費

用に充てる ための目的税で、地方税法で定めら れた

都市においてのみ課税さ れる 市町村税です。 東京都

では、23 区内において特例で都税と し て課税さ れる

ほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市及び町田市の4 市＊

で課税さ れま す。

　 事業所税の申告（ 納税のための申告）

 1 　 納税義務者

（ 1） 資産割

　 同一市町村内（ 23 区内の場合は23 区内全域）の

事業所等の床面積の合計が1,000 ㎡（ 免税点*）を 超

える 規模で事業を 行う 法人又は個人

（ 2）  従業者割

　 同一市町村内（ 23 区内の場合は23 区内全域）の

事業所等の従業者数の合計が100 人（ 免税点＊）を

超える 規模で事業を 行う 法人又は個人
＊免税点の判定は、法人の場合は事業年度末日の現況によ り 、

個人の場合は12 月31 日の現況によ り 、資産割、従業者割ご

と に判定し ま す。

 2 　 納める額

 （ 1）資産割

　 　 税額 ＝ 事業所床面積（ ㎡） × 税率600 円

 （ 2）従業者割

　 　 税額 ＝ 従業者給与総額 × 税率0.25％

 3 　 納める時期と 方法

法人の場合は事業年度終了の日から 2 か月以内に、個

人の場合は事業を 行っ た 年の翌年3 月15 日ま でに、申

告し て 納めま す。 な お、法人の事業税・ 法人の都民税

等と は異なり 、申告期限の延長制度はあり ま せん。

◎申告先

①23 区内に所在する 事業所等で事業を 行う 場合は

主たる 事業所等の所在地を所管する 都税事務所

　（ 42 ページ参照）
  （ 注）23 区内の事業所税の納付申告については、eLT AX（ エル

タ ッ ク ス ）を 利用し た電子申告・ 電子納税を 受け付けてい
ま す。詳し く は東京都主税局ホーム ページをご 覧く ださ い。

②武蔵野市、三鷹市、八王子市及び町田市に所

在する 事業所等で事業を 行う 場合は各市役所

（ 80 ページ参照）

＊当該4 市の事業所税については、各市役所にお問い合わせく ださ い。

事業所税
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2 3 区内では、納税のための申告のほか、次の申
告も 必要です。

 1 　 免税点以下申告
　 次の①～③のいずれかに該当する と き は、法人の

場合は事業年度終了の日から 2 か月以内に、個人の場

合は事業を 行っ た年の翌年3 月15 日ま でに申告が必

要です。

①前事業年度又は前年の個人に係る 課税期間にお

いて納税義務を 有し ていた場合

②23 区内全域の事業所等の床面積の合計が800 ㎡

を 超え 1,000 ㎡以下の場合
③23 区内全域の事業所等の従業者数の合計が80

人を 超え 100 人以下の場合

 2 　 事業所等の新設・ 廃止申告

　 23 区内において事業所等を 新設又は廃止し た方が
申告義務者と なり 、新設又は廃止し た日から 1 か月以

内に申告が必要です。

 3 　 事業所用家屋の貸付等申告

　 23 区内において事業所税の納税義務者（ 事業を 行

う 法人・ 個人）に事業所用家屋を 貸し 付けて いる 方
が申告義務者と なり ま す。

①新たに貸付けを 行う こ と と なっ た場合

新たに貸付けを 行っ た日から 2 か月以内に申告

が必要です。

②貸付内容に異動が生じ た場合

貸付内容に異動が生じ た日から 1 か月以内に申
告が必要です。

◎23 区内における 左記1～3 の申告書の提出先
1　 　 ： 主たる 事業所等の所在地を所管する 都税事務所

2・ 3 ： 新設若し く は廃止し た 事業所等又は貸し 付けて

いる 事業所用家屋の所在地を所管する 都税事務所

　 ◆事業所税（ 2 3 区内）の都税事務所の所管区域

都税事務所 所管区域

千代田都税事務所
千代田区、文京区、北区、
荒川区、足立区

中 央 都 税 事 務 所
中央区、台東区、墨田区、
江東区、葛飾区、江戸川区

港 都 税 事 務 所

新 宿 都 税 事 務 所

港区、品川区、大田区

新宿区、目黒区、世田谷区、
渋谷区、中野区、杉並区、
豊島区、板橋区、練馬区

  （ 注）23 区内の事業所税に係る 上記の申告については、eLT AX
（ エルタ ッ ク ス ）を 利用し た 電子申告、電子申請・ 届出を
受け付けていま す。 詳し く は東京都主税局ホーム ページ
をご 覧く ださ い。

（ 注1）納税のための申告及び免税点以下申告については、主たる 事業
　   　 所等が所在する 区にある 都税事務所でも 受付を行っていま す。

（ 注2）事業所等の新設・ 廃止申告及び事業所用家屋の貸付等申告につい
ては、新設若し く は廃止し た事業所等又は貸し 付けている 事業所
用家屋が所在する 区にある 都税事務所でも 受付を行っています。
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≪不動産貸付業・ 駐車場業の認定基準≫ 不動産の貸付け又は駐車場を 提供し ている 場合に
は、貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状
況な ど を 総合的に勘案し て、不動産貸付業・ 駐車場
業の認定を 行い、課税し ま す。
　 なお、共有物件は、持分にかかわり なく 、共有物件
全体の貸付状況によ り 認定し 、税額は、持分に応じ
て計算し ます。 また、信託物件も 貸付件数等に含み
ます。

　 納める額

　 税額は、税務署等に提出し た確定申告書等の所得
金額を 基に計算し ま す。
　 具体的には、次の計算式により 計算し ます。

＊1　 独立的に区画さ れた2 以上の室を 有する 建物は、一棟貸し の場合でも
室数によ り 認定し ま す。

＊2　 土地の貸付件数は、一つの契約において2 画地以上の土地を 貸し 付け
ている 場合、それぞれを 1 件と 認定し ま す。

＊3　 土地を 駐車場用地と し て一括し て貸し 付け、貸し 付けた相手方が駐車
せず、第三者に駐車さ せている 場合、住宅用以外の土地の貸付けと 認
定し ま す。

駐
車
場
業

貸付用建物の総床面積が600 ㎡以上
であり 、かつ、当該貸付用建物の賃貸
料収入金額が年1,000 万円以上の場
合（ 権利金、名義書換料、更新料、礼
金、共益費、管理費等は除き ま す。）

競技、遊技、娯楽、集会等のために基
本的設備を 施し た不動産（ 劇場、映画
館、ゴルフ練習場など）

一定規模の旅館、ホ テ ル、病院な ど
特定業務の用途に供さ れる 建物

駐車可能台数が1 台以上（ 駐車可能
台数は問いま せん。）

寄託を 受けて保管行為を
行う 駐車場

駐車可能台数が10 台以上上記以外の駐車場＊3

建築物・ 機械式等であ る
駐車場

3 7

不動産貸付業・ 駐車場業に係る 個人の事業税

事業所得
 又は（ 及び） 
不動産所得

＋ － － ＝×＋

所得税の
事業専従者
給与（ 控除）額

個人の事業税
の事業専従者
給与（ 控除）額

青色申告
特別

控除額
各種控除額

税率
5%

税額

種類・ 用途等

住宅
①一戸建

②一戸建以外

③独立家屋

④独立家屋以外

棟数が10 以上

室数が10 以上

棟数が 5 以上

室数が10 以上

⑤住宅用

⑥住宅用以外

契約件数が10 以上又は貸付総面積が
2,000 ㎡以上

契約件数が10 以上

①～⑥の総合計が10 以上又は①～⑥
いずれかの基準を 満たす場合

⑦上記①～⑥の貸付用不動産
　 を複数種保有し ている 場合

住宅
以外

貸付用不動産の規模等（ 空室など を含む｡）

建
物

＊1

土
地

不
動
産
貸
付
業

＊2

⑧上記①～⑦の基準未満
であ っ ても 規模等から
みて、不動産貸付業と
認定さ れる 場合

≪不動産貸付業・ 駐車場業の認定基準≫ 不動産の貸付け又は駐車場を 提供し ている 場合に
は、貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状
況な ど を 総合的に勘案し て、不動産貸付業・ 駐車場
業の認定を 行い、課税し ま す。
　 なお、共有物件は、持分にかかわり なく 、共有物件
全体の貸付状況によ り 認定し 、税額は、持分に応じ
て計算し ます。 また、信託物件も 貸付件数等に含み
ます。

　 納める額

　 税額は、税務署等に提出し た確定申告書等の所得
金額を 基に計算し ま す。
　 具体的には、次の計算式により 計算し ます。

＊1　 独立的に区画さ れた2 以上の室を 有する 建物は、一棟貸し の場合でも
室数によ り 認定し ま す。

＊2　 土地の貸付件数は、一つの契約において2 画地以上の土地を 貸し 付け
ている 場合、それぞれを 1 件と 認定し ま す。

＊3　 土地を 駐車場用地と し て一括し て貸し 付け、貸し 付けた相手方が駐車
せず、第三者に駐車さ せている 場合、住宅用以外の土地の貸付けと 認
定し ま す。

駐
車
場
業

貸付用建物の総床面積が600 ㎡以上
であり 、かつ、当該貸付用建物の賃貸
料収入金額が年1,000 万円以上の場
合（ 権利金、名義書換料、更新料、礼
金、共益費、管理費等は除き ま す。）

競技、遊技、娯楽、集会等のために基
本的設備を 施し た不動産（ 劇場、映画
館、ゴルフ練習場など）

一定規模の旅館、ホ テ ル、病院な ど
特定業務の用途に供さ れる 建物

駐車可能台数が1 台以上（ 駐車可能
台数は問いま せん。）

寄託を 受けて保管行為を
行う 駐車場

駐車可能台数が10 台以上上記以外の駐車場＊3

建築物・ 機械式等であ る
駐車場

3 7

不動産貸付業・ 駐車場業に係る 個人の事業税

事業所得
 又は（ 及び） 
不動産所得

＋ － － ＝×＋

所得税の
事業専従者
給与（ 控除）額

個人の事業税
の事業専従者
給与（ 控除）額

青色申告
特別

控除額
各種控除額

税率
5%

税額

種類・ 用途等

住宅
①一戸建

②一戸建以外

③独立家屋

④独立家屋以外

棟数が10 以上

室数が10 以上

棟数が 5 以上

室数が10 以上

⑤住宅用

⑥住宅用以外

契約件数が10 以上又は貸付総面積が
2,000 ㎡以上

契約件数が10 以上

①～⑥の総合計が10 以上又は①～⑥
いずれかの基準を 満たす場合

⑦上記①～⑥の貸付用不動産
　 を複数種保有し ている 場合

住宅
以外

貸付用不動産の規模等（ 空室など を含む｡）

建
物

＊1

土
地

不
動
産
貸
付
業

＊2

⑧上記①～⑦の基準未満
であ っ ても 規模等から
みて、不動産貸付業と
認定さ れる 場合
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特別土地保有税

　 こ の税金は、宅地の供給促進や地価の抑制を図るた

め、一定規模以上の土地を取得した方又は保有する 方

に課税さ れる 市町村税ですが、23 区内では都税とし て

課税さ れます。

　 ただし 、現在の経済情勢等を 踏まえ、 特別土地保

有税は、平成15 年度以後、新たな課税を 停止し てい

ます。

　 納める時期と 方法

　 原則と し て 、8 月、1 1 月の 年2 回。 8 月に 都税事

務所・ 支庁から 送付する 納税通知書によ り 各納期に

納めま す。

　 納付方法について は71～74 ページ を ご 覧く ださ

い。

◆個人事業税（ 2 3 区内）の都税事務所の所管区域

  （ 注）八王子都税事務所・ 立川都税事務所の所管区域につ

いては78 ページをご覧く ださ い。

都税事務所

千代田都税事務所

中央都税事務所

港都税事務所

新宿都税事務所

台東都税事務所

品川都税事務所

渋谷都税事務所

豊島都税事務所

荒川都税事務所

所管区域

千代田区、文京区

中央区、江東区、江戸川区

港区

新宿区、中野区、杉並区

台東区、墨田区、葛飾区

品川区、大田区

渋谷区、目黒区、世田谷区

豊島区、板橋区、練馬区

荒川区、北区、足立区
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